
「苦痛のスクリーニング」と
いうカルテキーワードに着目！

『生活のしやすさに関する質問票』を
ご紹介します(緩和ケアマニュアルp. 19～20)

2024年1月15日 緩和ケアセンター発行 Vol.9 緩和ケアセンターHP
QRコード

【誰が】

患者・家族

　　　　　　

病棟看護師　

関わり後も専門チーム
への相談希望がある

関わりにて患者の
気がかりが解決した

プライマリチーム

苦痛が緩和しない 苦痛が緩和した

緩和ケアチーム　

入院患者を対象とした苦痛のスクリーニングのフローチャート

プライマリチームと協働してケアにあたる

からだの症状【２】以上
気持ちのつらさ【６】以上

入院時に「生活のしやすさに関する質問票（以下、質問票とする）に記載する

【何を行う】

緩和ケアチームへ連絡する

質問票の結果

からだの症状・気持ちのつらさ 専門チームへの相談

希望あり

患者の苦痛に焦点をあてケアを提供する

質問票を用いて患者に関わる（ケアの開始）

苦痛の詳細を明らかにし必要なケアをアセスメントする
＊からだの症状【２】未満 気持ちのつらさ【５】未満の患者にも同様に対応する

患者さんの気がかりを知るための
手段として使えるんだよ！

外来患者さんに対しても活用できるね！

この質問票はどんな時に
活用されているの？

◆「単なるアンケートに終わらせないこと」を念頭に置き、プライマリスタッフが関わりながら
質問票を記入し、運用フローチャートに沿って対応を進める。

◆この関わりは、知るツールとしてだけではなく、患者の気がかりが和らぎ生活のしやすさが
向上するケアの実践となっている。

◆全職種のスタッフが活用することができる。

担当の看護師さんに
色々聞いてもらえてよかったね！

患者さんはこんなことを
思っていたんだね！びっくり！
医師のボクも知れてよかった！

この内容はチーム医療にも活かせるね！

第32回 三重大学緩和ケアセミナー 開催
詳細・事前申込みはこちらのQRコードから⇒⇒⇒
日 時：2024年1月25日(木)18：30～19：30
テーマ：終末期医療における法的・倫理的問題へのアプローチ
講 師：国立がん研究センター中央病院臨床倫理支援室･室長

一家 綱邦先生
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